
JP 6465012 B2 2019.2.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデバイスのそれぞれについて、デバイスが提供するデータの仕様を示す情報を少
なくとも含むデバイス側メタデータを記憶するデバイス側メタデータ記憶部と、
　データを利用してサービスを提供するアプリケーションについて、アプリケーションが
要求するデータの仕様を示す情報を少なくとも含むアプリ側メタデータを記憶するアプリ
側メタデータ記憶部と、
　前記アプリ側メタデータと前記デバイス側メタデータのマッチングを行うことで、前記
複数のデバイスのなかから前記アプリケーションの要求する仕様を満たすデータを提供可
能なデバイスを抽出するマッチング部と、
　前記マッチング部のマッチング結果に基づき、前記抽出されたデバイスから出力される
データを前記アプリケーションへ提供するデータフロー制御を行うデータフロー制御部と
、
を有し、
　前記デバイス側メタデータには、デバイスが提供するデータの来歴を示す情報を記述可
能であり、
　前記アプリ側メタデータには、アプリケーションが要求するデータの来歴を示す情報を
記述可能であり、
　前記マッチング部は、前記アプリ側メタデータの中に来歴を示す情報が記述されていた
場合に、前記複数のデバイスのなかから前記アプリケーションの要求する仕様と来歴の両
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方を少なくとも満たすデータを提供可能なデバイスを抽出し、
　前記データの来歴を示す情報は、当該データを提供するデバイスの販売者を特定する情
報を含む
ことを特徴とするデータフロー制御装置。
【請求項２】
　データの来歴を示す情報は、当該データ、当該データを提供するデバイス、当該データ
の提供者、または、当該データを提供するデバイスの所有者もしくは管理者が、所定の基
準に適合していることを証明する証明情報を含む
ことを特徴とする請求項１に記載のデータフロー制御装置。
【請求項３】
　前記証明情報は、第三者認証機関により発行された電子証明書である
ことを特徴とする請求項２に記載のデータフロー制御装置。
【請求項４】
　前記デバイスは、センシングデータを出力するセンサである
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のデータフロー制御装置。
【請求項５】
　コンピュータが、複数のデバイスのそれぞれについて、デバイスが提供するデータの仕
様を示す情報を少なくとも含むデバイス側メタデータを記憶するデバイス側メタデータ記
憶部から、デバイス側メタデータを取得するステップと、
　コンピュータが、データを利用してサービスを提供するアプリケーションについて、ア
プリケーションが要求するデータの仕様を示す情報を少なくとも含むアプリ側メタデータ
を記憶するアプリ側メタデータ記憶部から、アプリ側メタデータを取得するステップと、
　コンピュータが、前記アプリ側メタデータと前記デバイス側メタデータのマッチングを
行うことで、前記複数のデバイスのなかから前記アプリケーションの要求する仕様を満た
すデータを提供可能なデバイスを抽出するステップと、
　コンピュータが、前記マッチング結果に基づき、前記抽出されたデバイスから出力され
るデータを前記アプリケーションへ提供するデータフロー制御を行うステップと、を有し
、
　前記デバイス側メタデータには、デバイスが提供するデータの来歴を示す情報を記述可
能であり、
　前記アプリ側メタデータには、アプリケーションが要求するデータの来歴を示す情報を
記述可能であり、
　前記マッチングを行うステップでは、前記アプリ側メタデータの中に来歴を示す情報が
記述されていた場合に、前記複数のデバイスのなかから前記アプリケーションの要求する
仕様と来歴の両方を少なくとも満たすデータを提供可能なデバイスを抽出し、
　前記データの来歴を示す情報は、当該データを提供するデバイスの販売者を特定する情
報を含む
ことを特徴とするデータフロー制御方法。
【請求項６】
　請求項５に記載のデータフロー制御方法の各ステップをコンピュータに実行させること
を特徴とするプログラム。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサなどのデバイスにおいて得られるデータを当該データを利用するアプ
リケーションへと提供するデータフローを制御するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　現在、Ｍ２Ｍクラウドと呼ばれるＩＴ環境が注目を集めている。Ｍ２Ｍ（Ｍａｃｈｉｎ
ｅ　ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ）とは、様々な用途、大きさや性能を持つ機械同士がネットワ
ーク上で情報をやり取りするシステムを指す。この情報を利用することで、それぞれの機
械の適切な制御や、実社会の状況解析が可能になる。Ｍ２Ｍを支える無線通信技術の向上
や機械の小型化、低廉化などにより、実用化への期待が高まっている。
【０００３】
　このようなＭ２Ｍの技術をクラウドコンピューティング環境上で実現したものはＭ２Ｍ
クラウドと呼ばれる。これは、Ｍ２Ｍに必要な基本機能、例えばデータの収集蓄積から加
工、分析のようなサービスをクラウド上のアプリケーションとして提供し、どこからでも
利用可能にしたものである。データの一括管理によって信頼性や網羅性を高めることがで
きる。また利用者にとっては、収集されたデータやコンピュータ資源を必要な分だけ利用
できるメリットがある。そのため、個別にシステムを構築することなくビッグデータを解
析して付加価値を得ることが可能であり、幅広い分野での応用が期待されている。
【０００４】
　また、特許文献１に示すように、センサネットワークと呼ばれる技術が検討されている
。これは、センシング機能と通信機能をもつセンサデバイス（以下、単に「センサ」とも
呼ぶ）を様々な場所、移動体、産業設備などに設置し、それらをネットワーク化すること
で、センシングデータの収集、管理、シームレスな利用を可能とするものである。
【０００５】
　通常、センサは、その所有者自身が必要とするデータを収集するために設置される。そ
のため所有者がデータ収集を行うとき以外は利用されていない（センサ自体が稼働してい
ない、またはセンサが稼働していてもセンシングデータが利用されない）ことが多い。そ
のためセンシングデータの流通性は低く、第三者にとっていかに有意義なデータであって
も、センサの所有者自身による分析、利用に留まっていた。その結果、設備の重複投資や
、各自が設置したセンサとの通信によるネットワークの輻湊を招いていた。
【０００６】
　また、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）という技術が検討されている
。これは、世界に存在する多くの物に関する情報をネット上で組み合わせることで新しい
価値を生むもので、社会インフラを始めとする様々なサービスのシームレスな展開が期待
されている。ＩｏＴから価値を生み出すためには、ネットに繋がる物の状態を知る必要が
あり、センシングと通信が重要な要素技術となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－３００５７１号公報
【特許文献２】国際公開第２０１４／０４１８２６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本出願人は、ＩｏＴにおいてセンシングデータなどの情報資源を適切に流通させる仕組
みを実現するため、センサに関する情報が記述された「センサ側メタデータ」とセンシン
グデータを利用するアプリケーションに関する情報が記述された「アプリ側メタデータ」
とのマッチングを行うことで、アプリケーションの要求を満たすセンシングデータを取得
可能なセンサを特定し、センサからアプリケーションへのデータフローを制御するシステ
ムを検討している（特許文献２参照）。この仕組みによれば、データの提供者と利用者の
仲介を自動化でき、センシングデータの流通や利活用が促進されると期待できる。
【０００９】
　データの流通市場が拡大し、データ提供者やセンサの数が増えていくと、複数の者から
類似のデータが提供されることが予想される。例えば、気象庁がＸ社製の温度センサｘで
測定した京都の気温データを提供し、民間業者ＡがＹ社製の温度センサｙで測定した京都
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の気温データを提供し、個人ＢがＺ社製の温度センサｚで測定した京都の気温データを提
供する、というような状況である。いずれのデータも京都の気温を測定したものであるが
、測定者、測定方法、測定に用いるセンサなどが異なるため、データの精度・品質には当
然違いがでる。このような場合、データ利用者としては、データの利用目的や用途にもっ
とも合致したデータの利用を望むはずである。例えば、データ利用者がアプリケーション
において正確なデータ解析を行う場合は、元データに高い精度や品質が要求される可能性
が高い。一方、取引の安全やデータの品質保証の観点からも、提供されるデータの精度や
品質を明らかにすることは重要と考えられる。しかしながら、従来（特許文献２）のセン
サ側メタデータでは、センシングデータの信頼度を設定できるにとどまっている。信頼度
は「高い」「低い」のように相対評価もしくは主観評価の結果により規定される可能性が
あり、センシングデータの精度や品質を絶対的もしくは客観的に保証する情報としては不
足している。
【００１０】
　なお、ここまでセンサネットワークを例に挙げて説明をしたが、センサ以外の装置が出
力（提供）するデータを流通させるネットワークにおいても、全く同様の課題が発生し得
る。センサ以外の装置としては、例えば、アクチュエータ、コントローラ、コンピュータ
、家電製品、ウェアラブル端末、自動改札機、ベンダマシン、ＡＴＭなど、何らかのデー
タを出力する装置であればどのような物も該当し得る。本明細書では、これらの装置（セ
ンサも含む）を包含する概念として「デバイス」という用語を用い、このようなデバイス
が出力（提供）するデータを流通させるネットワークを「デバイスネットワーク」と呼ぶ
。デバイスネットワークには、上に例示した様々な種類のデバイスが混在して接続される
こともあり得る。
【００１１】
　本発明は上記実情に鑑みなされたものであり、データ流通市場において取引されるデー
タの精度や品質を保証し、データ取引の安全と信頼を向上するための技術を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載された発明は、複数のデバイスのそれぞれについて、デバイスが提供す
るデータの仕様を示す情報を少なくとも含むデバイス側メタデータを記憶するデバイス側
メタデータ記憶部と、データを利用してサービスを提供するアプリケーションについて、
アプリケーションが要求するデータの仕様を示す情報を少なくとも含むアプリ側メタデー
タを記憶するアプリ側メタデータ記憶部と、前記アプリ側メタデータと前記デバイス側メ
タデータのマッチングを行うことで、前記複数のデバイスのなかから前記アプリケーショ
ンの要求する仕様を満たすデータを提供可能なデバイスを抽出するマッチング部と、前記
マッチング部のマッチング結果に基づき、前記抽出されたデバイスから出力されるデータ
を前記アプリケーションへ提供するデータフロー制御を行うデータフロー制御部と、を有
し、前記デバイス側メタデータには、デバイスが提供するデータの来歴を示す情報を記述
可能であり、前記アプリ側メタデータには、アプリケーションが要求するデータの来歴を
示す情報を記述可能であり、前記マッチング部は、前記アプリ側メタデータの中に来歴を
示す情報が記述されていた場合に、前記複数のデバイスのなかから前記アプリケーション
の要求する仕様と来歴の両方を少なくとも満たすデータを提供可能なデバイスを抽出する
ことを特徴とするデータフロー制御装置である。
【００１３】
　請求項１に記載された発明によれば、メタデータにデータの来歴を示す情報（以下、「
データ来歴情報」と呼ぶ）が記述可能となり、データ提供者とデータ利用者のあいだのマ
ッチングの項目の一つとしてこのデータ来歴情報を用いることができるようになる。デー
タ来歴情報によって、例えばそのデータの由来、経過、出所などがわかれば、データ利用
者にとってはそのデータの精度、品質、信頼性、安全性などを判断する際の有効な材料と
なる。一方、データ提供者にとっては、データ来歴情報を開示することによって、そのデ



(5) JP 6465012 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

ータの精度、品質、信頼性、安全性などを保証し、データの商品価値を高めることができ
るという利点がある。したがって、データ来歴情報を記述したメタデータを用いることに
より、データ流通市場において取引されるデータの精度や品質を保証し、データ取引の安
全と信頼を向上することができる。
【００１４】
　請求項２に記載された発明は、データの来歴を示す情報は、当該データを提供するデバ
イスの製造者もしくは販売者を特定する情報、当該データを提供するデバイスの機種もし
くは型式を特定する情報、および、当該データを提供するデバイスの所有者もしくは管理
者を特定する情報、のうち少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項１に記載の
データフロー制御装置である。
【００１５】
　請求項２に記載された発明によれば、データ来歴情報を参照することで、デバイスの製
造者、デバイスの販売者、デバイスの機種、デバイスの型式、デバイスの所有者、および
、デバイスの管理者のうち少なくともいずれかの情報を知ることができる。例えば、デー
タの精度や特性はそのデータを提供するデバイスの性能に大きく影響を受けると考えられ
るため、デバイスの製造者・販売者・機種・型式などの情報はデータの信頼性を判断する
上で参考となる。また、データの品質保証という観点では、データの提供側の体制、運営
、管理、メンテナンスの良し悪しなども影響するため、デバイスの所有者ないし管理者な
どの情報もデータの信頼性を判断する上で参考となる。
【００１６】
　請求項３に記載された発明は、データの来歴を示す情報は、当該データ、当該データを
提供するデバイス、当該データの提供者、または、当該データを提供するデバイスの所有
者もしくは管理者が、所定の基準に適合していることを証明する証明情報を含むことを特
徴とする請求項１または２に記載のデータフロー制御装置である。
【００１７】
　請求項３に記載された発明によれば、データ来歴情報に含まれる証明情報によって、デ
ータ、デバイス、データ提供者、または、デバイスの所有者もしくは管理者が所定の基準
に適合していることが証明されるので、当該データの精度や品質を保証し、データ取引の
安全と信頼を向上することができる。
【００１８】
　請求項４に記載された発明は、前記証明情報は、第三者認証機関により発行された電子
証明書であることを特徴とする請求項３に記載のデータフロー制御装置である。
【００１９】
　請求項４に記載された発明によれば、第三者認証機関により発行された電子証明書を用
いるので、当該データの精度や品質を客観的に保証することができ、データ取引の安全と
信頼を一層向上することができる。
【００２０】
　請求項５に記載された発明は、前記デバイスは、センシングデータを出力するセンサで
あることを特徴とする請求項１～３のうちいずれか１項に記載のデータフロー制御装置で
ある。
【００２１】
　請求項６に記載された発明は、コンピュータが、複数のデバイスのそれぞれについて、
デバイスが提供するデータの仕様を示す情報を少なくとも含むデバイス側メタデータを記
憶するデバイス側メタデータ記憶部から、デバイス側メタデータを取得するステップと、
コンピュータが、データを利用してサービスを提供するアプリケーションについて、アプ
リケーションが要求するデータの仕様を示す情報を少なくとも含むアプリ側メタデータを
記憶するアプリ側メタデータ記憶部から、アプリ側メタデータを取得するステップと、コ
ンピュータが、前記アプリ側メタデータと前記デバイス側メタデータのマッチングを行う
ことで、前記複数のデバイスのなかから前記アプリケーションの要求する仕様を満たすデ
ータを提供可能なデバイスを抽出するステップと、コンピュータが、前記マッチング結果
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に基づき、前記抽出されたデバイスから出力されるデータを前記アプリケーションへ提供
するデータフロー制御を行うステップと、を有し、前記デバイス側メタデータには、デバ
イスが提供するデータの来歴を示す情報を記述可能であり、前記アプリ側メタデータには
、アプリケーションが要求するデータの来歴を示す情報を記述可能であり、前記マッチン
グを行うステップでは、前記アプリ側メタデータの中に来歴を示す情報が記述されていた
場合に、前記複数のデバイスのなかから前記アプリケーションの要求する仕様と来歴の両
方を少なくとも満たすデータを提供可能なデバイスを抽出することを特徴とするデータフ
ロー制御方法である。
【００２２】
　請求項６に記載された発明によれば、メタデータにデータの来歴を示す情報（以下、「
データ来歴情報」と呼ぶ）が記述可能となり、データ提供者とデータ利用者のあいだのマ
ッチングの項目の一つとしてこのデータ来歴情報を用いることができるようになる。デー
タ来歴情報によって、例えばそのデータの由来、経過、出所などがわかれば、データ利用
者にとってはそのデータの精度、品質、信頼性、安全性などを判断する際の有効な材料と
なる。一方、データ提供者にとっては、データ来歴情報を開示することによって、そのデ
ータの精度、品質、信頼性、安全性などを保証し、データの商品価値を高めることができ
るという利点がある。したがって、データ来歴情報を記述したメタデータを用いることに
より、データ流通市場において取引されるデータの精度や品質を保証し、データ取引の安
全と信頼を向上することができる。
【００２３】
　請求項７に記載された発明は、請求項６に記載のデータフロー制御方法の各ステップを
コンピュータに実行させることを特徴とするプログラムである。
【００２４】
　請求項７に記載された発明によれば、メタデータにデータの来歴を示す情報（以下、「
データ来歴情報」と呼ぶ）が記述可能となり、データ提供者とデータ利用者のあいだのマ
ッチングの項目の一つとしてこのデータ来歴情報を用いることができるようになる。デー
タ来歴情報によって、例えばそのデータの由来、経過、出所などがわかれば、データ利用
者にとってはそのデータの精度、品質、信頼性、安全性などを判断する際の有効な材料と
なる。一方、データ提供者にとっては、データ来歴情報を開示することによって、そのデ
ータの精度、品質、信頼性、安全性などを保証し、データの商品価値を高めることができ
るという利点がある。したがって、データ来歴情報を記述したメタデータを用いることに
より、データ流通市場において取引されるデータの精度や品質を保証し、データ取引の安
全と信頼を向上することができる。
【００２５】
　請求項８に記載された発明は、デバイスが提供するデータに関する情報を記述するデバ
イス側のメタデータのデータ構造であって、前記デバイスが提供するデータの仕様を示す
情報と、前記デバイスが提供するデータの来歴を示す情報と、を含み、前記デバイス側メ
タデータは、データを利用するアプリケーションが要求する仕様および来歴の両方を満た
すデータを提供可能なデバイスを複数のデバイスのなかから抽出するマッチングに利用さ
れることを特徴とするメタデータのデータ構造である。
【００２６】
　請求項８に記載された発明によれば、デバイス側メタデータにデータの来歴を示す情報
（以下、「データ来歴情報」と呼ぶ）が記述可能となり、データ提供者とデータ利用者の
あいだのマッチングの項目の一つとしてこのデータ来歴情報を用いることができるように
なる。データ来歴情報によって、例えばそのデータの由来、経過、出所などがわかれば、
データ利用者にとってはそのデータの精度、品質、信頼性、安全性などを判断する際の有
効な材料となる。一方、データ提供者にとっては、データ来歴情報を開示することによっ
て、そのデータの精度、品質、信頼性、安全性などを保証し、データの商品価値を高める
ことができるという利点がある。したがって、データ来歴情報を記述したメタデータを用
いることにより、データ流通市場において取引されるデータの精度や品質を保証し、デー
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タ取引の安全と信頼を向上することができる。
【００２７】
　請求項９に記載された発明は、アプリケーションが利用を希望するデータに関する情報
を記述するアプリ側のメタデータのデータ構造であって、前記アプリケーションが要求す
るデータの仕様を示す情報と、前記アプリケーションが要求するデータの来歴を示す情報
と、を含み、前記アプリ側メタデータは、前記アプリケーションが要求する仕様および来
歴の両方を満たすデータを提供可能なデバイスを複数のデバイスのなかから抽出するマッ
チングに利用されることを特徴とするメタデータのデータ構造である。
【００２８】
　請求項９に記載された発明によれば、アプリ側メタデータにデータの来歴を示す情報（
以下、「データ来歴情報」と呼ぶ）が記述可能となり、データ提供者とデータ利用者のあ
いだのマッチングの項目の一つとしてこのデータ来歴情報を用いることができるようにな
る。データ利用者は、データ来歴情報を指定することによって、例えば信頼に足る由来、
経過、出所のデータを利用することができるようになる。したがって、データ来歴情報を
記述したメタデータを用いることにより、データ流通市場において取引されるデータの精
度や品質を保証し、データ取引の安全と信頼を向上することができる。
【００２９】
　請求項１０に記載された発明は、データの来歴を示す情報は、当該データを提供するデ
バイスの製造者もしくは販売者を特定する情報、当該データを提供するデバイスの機種も
しくは型式を特定する情報、および、当該データを提供するデバイスの所有者もしくは管
理者を特定する情報、のうち少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項８または
９に記載のメタデータのデータ構造である。
【００３０】
　請求項１０に記載された発明によれば、データ来歴情報を参照することで、デバイスの
製造者、デバイスの販売者、デバイスの機種、デバイスの型式、デバイスの所有者、およ
び、デバイスの管理者のうち少なくともいずれかの情報を知ることができる。例えば、デ
ータの精度や特性はそのデータを提供するデバイスの性能に大きく影響を受けると考えら
れるため、デバイスの製造者・販売者・機種・型式などの情報はデータの信頼性を判断す
る上で参考となる。また、データの品質保証という観点では、データの提供側の体制、運
営、管理、メンテナンスの良し悪しなども影響するため、データ提供者やデバイスの所有
者ないし管理者などの情報もデータの信頼性を判断する上で参考となる。
【００３１】
　請求項１１に記載された発明は、データの来歴を示す情報は、当該データ、当該データ
を提供するデバイス、当該データの提供者、または、当該データを提供するデバイスの所
有者もしくは管理者が、所定の基準に適合していることを証明する証明情報を含むことを
特徴とする請求項８～１０のうちいずれか１項に記載のメタデータのデータ構造である。
【００３２】
　請求項１１に記載された発明によれば、データ来歴情報に含まれる証明情報によって、
データ、デバイス、データ提供者、または、デバイスの所有者もしくは管理者が所定の基
準に適合していることが証明されるので、当該データの精度や品質を保証し、データ取引
の安全と信頼を向上することができる。
【００３３】
　請求項１２に記載された発明は、前記証明情報は、第三者認証機関により発行された電
子証明書であることを特徴とする請求項１１に記載のメタデータのデータ構造である。
【００３４】
　請求項１２に記載された発明によれば、第三者認証機関により発行された電子証明書を
用いるので、当該データの精度や品質を客観的に保証することができ、データ取引の安全
と信頼を一層向上することができる。
【００３５】
　本発明における「デバイス」は、何らかのデータを出力（提供）するあらゆる装置を意
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味し、センサ、アクチュエータ、コントローラ、コンピュータ、家電製品、ウェアラブル
端末、自動改札機、ベンダマシン、ＡＴＭなどが例示できる。中でも本発明は、センサか
ら出力されるセンシングデータの流通を行うセンサネットワークに好適である。
【００３６】
　なお、本発明は、上記構成ないし機能の少なくとも一部を有するデータフロー制御装置
として捉えることができる。また、本発明は、データフロー制御装置を有するデバイスネ
ットワークシステムとして捉えることもできる。また、本発明は、上記処理の少なくとも
一部を含むデータフロー制御方法、又は、かかる方法をコンピュータに実行させるための
プログラム、又は、そのようなプログラムを非一時的に記録したコンピュータ読取可能な
記録媒体として捉えることもできる。また、本発明は、上記データフローを制御するため
の制御指令データストリームとして捉えることもできる。上記構成及び処理の各々は技術
的な矛盾が生じない限り互いに組み合わせて本発明を構成することができる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、データ流通市場において取引されるデータの精度や品質を保証し、デ
ータ取引の安全と信頼を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１はセンサネットワークシステムの全体構成を示す図。
【図２】図２Ａはセンサ側メタデータ管理テーブルの一例を示す図、図２Ｂはアプリ側メ
タデータ管理テーブルの一例を示す図。
【図３】図３Ａはセンサ側メタデータのデータ来歴設定画面の一例を示す図、図３Ｂはア
プリ側メタデータのデータ来歴設定画面の一例を示す図。
【図４】図４はセンサネットワークサーバによるマッチングおよびデータフロー制御のフ
ローチャート。
【図５】図５はデータフロー制御指令の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下に図面を参照しつつ、本発明の好適な実施の形態を説明する。ただし、以下に記載
されている各構成の説明は、発明が適用されるシステムの構成や各種条件により適宜変更
されるべきものであり、この発明の範囲を以下の記載に限定する趣旨のものではない。
【００４０】
　以下に述べる実施形態では、本発明をＭ２Ｍクラウドを用いたセンサネットワークシス
テムに適用した例について説明する。かかる仕組みが実現すれば、センサネットワーク上
に存在する多数のセンサから得られる多種多様な情報のなかから、所望の情報を誰もがど
こからでも容易に取得することができるようになり、センサ（リソース）の有効利用、並
びに、データ提供者からデータ利用者へのセンシングデータの流通が促進されると期待さ
れる。このシステムは、例えば、交通状況のセンシングデータに基づく交通制御システム
、環境のセンシングデータに基づく気象予測システム、ビッグデータを利用した各種分析
システム、センサメーカによる販売済みセンサのメンテナンスサービスなど、様々な用途
への応用展開が可能である。
【００４１】
　＜システムの全体構成＞
　図１を参照して、本発明の実施形態に係るセンサネットワークシステムの全体的な構成
を説明する。このセンサネットワークシステムは、データ提供者からデータ利用者へのセ
ンシングデータの流通を制御するためのシステムであり、概略、複数のセンサ１０と、セ
ンサ１０を管理する装置であるセンサネットワークアダプタ１１と、センシングデータを
利用してサービスを提供するアプリケーションを有する複数のアプリケーションサーバ１
２と、センシングデータの提供者と利用者の仲介を担うデータフロー制御装置としてのセ
ンサネットワークサーバ１４とを有している。
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【００４２】
　各装置のあいだはインターネット等の広域ネットワーク又はＬＡＮにより通信可能に接
続されている。なお、ネットワークは単一のネットワークとは限らず、様々な通信方式や
トポロジーをもつ複数のネットワークを相互に接続した概念的なものと考えてもよい。要
するに、センシングデータの送受信や、センシングデータの流通に関わるメタデータ及び
データフロー制御指令等のデータの送受信が実現できれば、どのような形態のネットワー
クを利用してもよい。
【００４３】
　（センサ）
　センサ１０は、センシング対象の物理量やその変化を検出し、センシングデータとして
出力するデバイスである。センサ１０には、物理的な実体をもつセンサである「実センサ
」と、１以上の元センサから得られるセンシングデータを加工、分析等して新たなデータ
を生成し仮想的なセンシングデータとして出力する機能モジュールである「仮想センサ」
とが存在する。本明細書では、実センサと仮想センサを区別する必要がない文脈では単に
「センサ」と記す。
【００４４】
　実センサには、例えば、画像センサ（監視カメラなど）、温度センサ、湿度センサ、照
度センサ、力センサ、音センサ、ＲＦＩＤセンサ、赤外線センサ、姿勢センサ、降雨セン
サ、放射能センサ、ガスセンサ、加速度センサ、ジャイロスコープ、ＧＰＳセンサなどが
該当する。また、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、モバイルＰＣ、ドローン
などの機器は様々な種類のセンサを搭載しているため、これらの機器を実センサとして取
り扱うこともできる。本実施形態のセンサネットワークシステムには、ここで例示したセ
ンサをはじめとして、いかなる種類のセンサを接続することができる。また、工場のＦＡ
や生産管理、都市交通制御、気象等の環境計測、ヘルスケア、防犯など、世の中のあらゆ
る場所に様々な用途・目的で多数のセンサが既に設置されているが、これらのセンサを本
システムに接続することも可能である。なお、センサネットワークシステムは、一種類の
センサのみで構成してもよいし、複数の種類のセンサを混在させてもよい。
【００４５】
　仮想センサは、１以上の元センサ（入力センシングデータの取得先のセンサ）と、入力
センシングデータを加工、分析等するプログラムである仮想センサ関数との組み合わせで
構成される。元センサは実センサであってもよいし仮想センサであってもよい。
【００４６】
　例えば、あるアプリケーションサーバ１２が必要としている情報が「道路ＡＢを通過す
る車両の速度」であったとする。センサネットワークに接続された実センサのなかに道路
ＡＢに設置された速度センサが存在していれば、この速度センサで得られたセンシングデ
ータをアプリケーションサーバ１２に提供すればよい。しかし、アプリケーションサーバ
１２の要求に完全に合致する実センサが存在しない場合もあり得る。そのような場合に、
もし道路ＡＢの入口側の交差点Ａと出口側の交差点Ｂにそれぞれカメラが設置されていた
ならば、入口側カメラと出口側カメラのそれぞれから得られた画像データと時刻情報、お
よび各カメラの位置情報をもとに、車が交差点Ａから交差点Ｂまで移動するのに要した時
間と交差点ＡとＢの間の距離を計算し、その結果から車の速度を推定することができる。
すなわち、交差点Ａ、Ｂそれぞれに設置されたカメラと仮想センサ関数により、車速セン
サと同等の機能を実現する仮想センサを作り出すことができるのである。なお、ここで例
示したもの以外にも様々な種類の仮想センサを作ることが可能である。すなわち、１つ又
は複数の入力センシングデータから、元の入力センシングデータとは異なる価値（新たな
価値）をもつデータを生成し出力する機能を提供するモジュールであれば仮想センサと呼
ぶことができ、アイデア次第で様々な仮想センサを創出できる。
【００４７】
　上記例より分かるように、本システムにおいて仮想センサの利用を可能にすることで、
センサネットワークのリソース（実センサ）の利用率の向上や、新たな価値をもつセンシ
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ングデータの提供など、様々な効果が期待できる。
【００４８】
　（センサネットワークアダプタ）
　センサネットワークアダプタ１１は、１つ又は複数のセンサ１０と有線又は無線により
通信可能に接続され、センサ１０の管理、センサ１０からのセンシングデータの取得、セ
ンサネットワークシステムやアプリケーションへのセンシングデータの送信などを行う装
置である。センサネットワークアダプタ１１は、センシングデータに所定の処理（例えば
ノイズ除去などの信号処理、平均処理などの演算、サンプリング、データ圧縮、タイムス
タンプなど）を施す機能を有していてもよい。センサネットワークアダプタ１１は、外部
装置との通信機能を有しており、アプリケーションサーバ１２、センサネットワークサー
バ１４等とネットワークを介して通信が可能である。
【００４９】
　スマートフォン、タブレット端末、モバイルＰＣ、ドローン、ウェアラブル端末などの
機器は、画像センサ、ＧＰＳセンサ、加速度センサ、マイクなどのセンサを内蔵し、各セ
ンサで得られたデータを加工し出力する機能やネットワーク通信機能を有している。した
がって、これらの機器は、センサ１０とセンサネットワークアダプタ１１とが物理的に一
体となったデバイスの例である。なお、通信機能を内蔵するセンサ１０の場合には単体で
（つまりセンサネットワークアダプタ１１を介さずに）センサネットワークシステムに接
続可能である。
【００５０】
　（アプリケーションサーバ）
　アプリケーションサーバ１２は、センシングデータを利用してサービスを提供する各種
アプリケーションプログラムがインストールされたサーバ装置である。アプリケーション
サーバ１２は、ＣＰＵ（プロセッサ）、メモリ、補助記憶装置（ＨＤＤ等）、通信装置、
入力装置、表示装置などを備える汎用のコンピュータにより構成できる。アプリケーショ
ンサーバ１２は、センシングデータの利用者が設置するものであり、その用途・目的に応
じて様々なアプリケーションが想定される。
【００５１】
　アプリケーションの例としては、例えば、道路に設置されたセンサや、道路上を走行す
る車両に搭載された車載端末又は運転者のスマートフォンなどから、各地点の交通状況を
収集して渋滞マップを生成し、渋滞情報を利用する事業者等に提供するアプリケーション
が考えられる。他にも、スマートフォンや車載カメラなどで走行中に撮影された画像デー
タを収集し、各地点の状況を知りたい利用者に提供する映像配信アプリケーション、渋滞
情報等を元に車両の走行ルートを検索する経路探索アプリケーション、特定の場所に設置
されたカメラの映像から通行者の属性（性別、年齢層など）の統計データを推定し、各種
調査用のデータとして提供するアプリケーション、センサメーカが販売済みの自社センサ
をオンラインメンテナンスするアプリケーションなど、様々なものが考えられる。
【００５２】
　（センサネットワークサーバ）
　センサネットワークサーバ１４は、センシングデータの提供者と利用者のあいだのマッ
チング、提供者から利用者へのセンシングデータのデータフロー制御などを担うサーバ装
置であり、本発明に係るデータフロー制御装置の一具体例である。センサネットワークサ
ーバ１４も、ＣＰＵ（プロセッサ）、メモリ、補助記憶装置（ＨＤＤ等）、通信装置、入
力装置、表示装置などを備える汎用のコンピュータにより構成できる。後述するセンサネ
ットワークサーバ１４の各種機能は、ＣＰＵが必要なプログラムを実行することにより実
現される。
【００５３】
　センサネットワークシステムは、多数の（又は多種多様な）センサをネットワーク化し
、センシングデータの収集や利用を可能とするものであるが、本実施形態では、データ提
供者（センサ１０）がデータ利用者（アプリケーションサーバ１２）に対してセンシング
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データを提供して対価を得る仕組みを想定している。これにより、データ提供者にとって
は収益の機会、利用者にとっては安価なデータ取得というメリットが得られる。センサネ
ットワークサーバ１４は、このようなセンシングデータの取引の仲介を行うサーバ装置で
あり、データ提供者とデータ利用者のあいだのマッチングを行い、センシングデータの適
切な流通を実現する。
【００５４】
　ところで、データ提供者とデータ利用者のあいだのマッチングを行う際に、データ利用
者の希望条件に合致するデータを膨大なセンシングデータのなかから抽出するのは現実的
ではない。そこで本システムでは、センサネットワークに登録されているすべてのセンサ
（実センサ、仮想センサ含む）について、センシングデータの仕様や提供条件などを記述
したセンサ側メタデータを準備するとともに、データ利用者であるアプリケーションにつ
いても、センシングデータの要求仕様や利用条件などを記述したアプリ側メタデータを用
いる。そして、メタデータ同士の比較により、データ提供者（センサ）と利用者（アプリ
ケーション）の適切なマッチングを行う。
【００５５】
　図１のシステム構成例では、センサネットワークサーバ１４は、アプリ側メタデータＤ
Ｂ１４０、センサ側メタデータＤＢ１４１、マッチング部１４２、データフロー制御部１
４３を有する。アプリ側メタデータＤＢ１４０は、各アプリケーションサーバ１２から受
信したアプリ側メタデータを記憶する記憶部である。センサ側メタデータＤＢ１４１は、
センサネットワークに登録されているすべてのセンサについてのセンサ側メタデータを記
憶する記憶部である。マッチング部１４２は、アプリ側メタデータとセンサ側メタデータ
のマッチングを行い、アプリケーションの要求を満たすセンシングデータを提供可能なセ
ンサを抽出する機能である。データフロー制御部１４３は、マッチング部１４２のマッチ
ング結果に基づき、センシングデータの送信を指令するデータフロー制御指令を生成し送
信する機能である。これらの機能の詳細は後述する。
【００５６】
　（センサ側メタデータ）
　センサ側メタデータは、センサの属性情報、センサが提供可能なセンシングデータの仕
様を示す情報、センシングデータの提供条件を示す情報などを記述したメタデータである
。センサの属性情報は、例えば、センサを特定するＩＤ、実センサか仮想センサかを示す
情報（センサクラスと呼ぶ）、センサの種別、センサのネットワークアドレス、センサの
動作履歴などを含むとよい。ネットワークアドレスには、例えばＩＰアドレス、ＭＡＣア
ドレス、ＵＲＩ（Uniform Resource Identifier）などを利用できる。センサがセンサネ
ットワークアダプタ１１を介してネットワークに接続している場合は、センサネットワー
クアダプタ１１のネットワークアドレスを設定すればよく、仮想センサの場合は、仮想セ
ンサ関数を実行し仮想的なセンシングデータを生成するコンピュータのネットワークアド
レスを設定すればよい。センシングデータの仕様を示す情報は、例えば、センシング対象
（つまり何をセンシングするか）、センシングする領域（例：位置、範囲など）、センシ
ング時間（センシングデータを取得可能な時刻や時間帯）、センシングデータのデータ種
別（例：画像、動画、温度など）、データフォーマット（例：ＪＰＥＧ、テキストなど）
、センシング条件（例：シャッタスピード、解像度、サンプリング周期など）、データ信
頼度などを含むとよい。センシングデータの提供条件を示す情報は、データ提供者が希望
する取引条件を示す情報であり、例えば、データ提供者を特定するＩＤ、対価（データの
提供価格）、利用範囲・利用目的（例：商用利用不可、二次利用可など）などを含むとよ
い。
【００５７】
　さらに、センサ側メタデータには、センシングデータの来歴を示す情報（「データ来歴
情報」と呼ぶ）を記述することができる。データ来歴情報は、そのセンシングデータの由
来、経緯、出所、起源、素性、履歴、成り立ち、責任者などを表す情報であり、センシン
グデータの精度や品質、信頼性、安全性などを判断する客観的な材料となり得る情報であ
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ればどのような情報でもよい。
【００５８】
　例えば、センサの製造者もしくは販売者を特定する情報（製造者名、製造者ＩＤ、販売
者名、販売者ＩＤなど）、センサの機種もしくは型式を特定する情報（機種名、型番など
）、センサの所有者もしくは管理者を特定する情報（所有者名、所有者ＩＤ、管理者名、
管理者ＩＤなど）、データの提供者を特定する情報（提供者名、提供者ＩＤなど）などを
データ来歴情報として好ましく用いることができる。センシングデータの精度や特性はセ
ンサの性能に大きく影響を受けると考えられるため、センサの製造者・販売者・機種・型
式などの情報はセンシングデータの信頼性を判断する上で参考となる。すなわち、センサ
の製造者や販売者、あるいは、センサの機種に対し一定の信用が生じている場合には、そ
の信用がセンシングデータの信頼性の保証となるのである。また、センシングデータの品
質保証という観点（例えば、決められた仕様通りのセンシングデータが提供されるかどう
か、データに改ざんなどの不正がないか、万一データに不備があった場合のフォローはあ
るかなど）では、データの提供側の体制、運営、管理、メンテナンスの良し悪しなども影
響するため、センサの所有者ないし管理者、データ提供者などの情報もセンシングデータ
の信頼性を判断する上で参考となるからである。
【００５９】
　また、データ来歴情報には、センシングデータが所定の基準に適合していることを証明
する証明情報を含めても良い。例えば、国、行政、業界団体、標準化団体などにおいてセ
ンシングデータの精度、品質、取引の安全性、信頼性などついての基準を定め、第三者認
証機関による基準適合検査に合格したセンシングデータに対してのみそのような証明情報
の付加を認める、といった運用が好ましい。このとき、第三者認証機関により発行される
電子証明書を証明情報としてデータ来歴情報に付加するとよい。このような証明情報を用
いれば、センシングデータが精度や品質などの点で所定の基準を満たしていることを客観
的に証明ないし保証することができるので、データ取引の安全と信頼を向上することがで
きる。なお、センシングデータ自体の証明情報ではなく、センサの証明情報、データ提供
者の証明情報、または、センサの所有者もしくは管理者の証明情報を用いてもよい。すな
わち、センサ、データ提供者、センサの所有者もしくは管理者などが所定の基準に適合し
ているという信用が、そこから提供されるセンシングデータの信頼性の保証となるからで
ある。
【００６０】
　データ来歴情報としていくつか例示したが、メタデータに付加する情報はそれらのうち
の一部でもよいし全部でもよい。図２Ａに、センサ側メタデータＤＢ１４１に格納されて
いるセンサ側メタデータ管理テーブルの一例を示す。図２Ａの例では、実センサＲ００１
～Ｒ００２と仮想センサＶ００１のセンサ側メタデータが示されている。この例では、デ
ータ来歴情報として、センサの製造者名と機種名が用いられている。ここで、仮想センサ
Ｖ００１のメタデータのデータ来歴情報には、元センサ（元センサが仮想センサの場合は
さらにその元センサ）のメタデータのデータ来歴情報が継承される。これにより、仮想セ
ンサが仮想センシングデータの生成に用いたデータの由来が明らかとなり、仮想センシン
グデータの信頼性を判断するための参考となる。
【００６１】
　（アプリ側メタデータ）
　アプリ側メタデータは、アプリケーションの属性情報、アプリケーションが要求するセ
ンシングデータの仕様（要求仕様）を示す情報、センシングデータの利用条件を示す情報
などを記述したメタデータである。アプリケーションの属性情報は、例えば、アプリケー
ションを特定するＩＤ、アプリケーションの種別、アプリケーションのネットワークアド
レスなどを含むとよい。ネットワークアドレスには、例えばＩＰアドレス、ポート番号な
どを利用できる。センシングデータの要求仕様を示す情報は、例えば、センシング対象、
センシングする領域、センシング時間、センシングデータのデータ種別、データフォーマ
ット、センシング条件、データ信頼度などを含むとよい。利用条件を示す情報は、データ
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利用者が希望する取引条件を示す情報であり、例えば、データ利用者を特定するＩＤ、対
価（データの利用価格の上限）、利用範囲・利用目的などを含むとよい。なお、特に条件
の指定が無い項目については空欄（指定しない）にすればよい。
【００６２】
　アプリ側メタデータにも、データ来歴情報を記述することができる。データ来歴情報の
内容はセンサ側メタデータに記述する情報と同じであるため、説明を割愛する。ただし、
センサ側メタデータには、提供するセンシングデータについてのデータ来歴情報を記述す
るのに対し、アプリ側メタデータには、アプリケーションが要求するデータ来歴情報を記
述する点が異なる。したがってアプリ側メタデータには、アプリケーションが許容するデ
ータ来歴情報を複数記述することができる。
【００６３】
　図２Ｂに、アプリ側メタデータＤＢ１４０に格納されているアプリ側メタデータ管理テ
ーブル（キューテーブルとも呼ぶ）の一例を示す。図２Ｂの例では、２つのアプリケーシ
ョンＡ００１、Ａ００２からそれぞれ受信したアプリ側メタデータが示されている。アプ
リケーションＡ００１は、データ来歴情報を指定していない（つまり、どのような来歴の
データでも許容する）。アプリケーションＡ００２のアプリ側メタデータは、データ来歴
として、Ａ社製の機種名ａａ１、Ａ社製の機種名ａａ２、Ｂ社製の機種名ｂｂ１のいずれ
かのセンサを希望する例である。
【００６４】
　（メタデータの登録）
　図３Ａは、データ提供者がセンサネットワークサーバ１４のセンサ側メタデータＤＢ１
４１にセンサ側メタデータを新規登録する際に、データ提供者のコンピュータに表示され
るメタデータ作成ＧＵＩの一例である。ただし、図３Ａは、メタデータ作成ＧＵＩのうち
データ来歴情報の設定画面のみを抜粋して示している。この例では、データ来歴情報とし
て、センサの製造者名「Ａ社」、センサの型式「ａａ１」、データの提供者名「Ｏ社」、
電子証明書の発行元「ＣＡ認証機関」、電子証明書「ａｂｃｄｅｆ」、電子証明書の有効
期限「２０１５／１１／０９」が設定されている。
【００６５】
　図３Ｂは、データ利用者がアプリ側メタデータを新規作成する際に、データ利用者のコ
ンピュータに表示されるメタデータ作成ＧＵＩの一例である。ただし、図３Ｂは、メタデ
ータ作成ＧＵＩのうちデータ来歴情報の設定画面のみを抜粋して示している。センサ側メ
タデータの設定画面（図３Ａ）との違いは、各項目について複数の選択肢を設定したり、
「指定なし」（つまり何でもよい）という設定が可能な点である。データ利用者は、各項
目の選択肢を広めに設定することにより、データ提供者のデータ来歴情報とマッチする可
能性を高めることができる。図３Ｂの例では、センサの製造者名として「Ａ社」と「Ｂ社
」が設定され、センサの型式として「Ａ社のａａ１」と「Ｂ社のｂｂ２」と「Ｂ社のｂｂ
３」が設定され、データ提供者は「指定なし」（つまり誰でもよい）が設定されている。
また、電子証明書は「必須」であり、その発行元は「指定なし」（つまりいずれの発行元
でもよい）に設定されている。
【００６６】
　以上述べたメタデータ作成ＧＵＩによりユーザの入力支援を行うことにより、メタデー
タのデータ来歴情報の設定が容易となり、データ提供者およびデータ利用者双方の利便性
向上を図ることができる。
【００６７】
　（マッチングおよびデータフロー制御）
　次に、図１と図４を用いて、マッチングおよびデータフロー制御の処理について説明す
る。ここでは、アプリケーションサーバ１２から送信されたアプリ側メタデータをセンサ
ネットワークサーバ１４が受信したことをトリガとして、センサネットワークサーバ１４
がアプリ側メタデータとセンサ側メタデータのマッチングを行い、適切なセンサからアプ
リへのセンシングデータのデータフロー制御指令を発行する処理例について説明する。
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【００６８】
　アプリケーションサーバ１２が、センサネットワークサーバ１４の所定のＡＰＩ（Appl
ication Programming Interface）を利用して、アプリ側メタデータと共にセンシングデ
ータ要求を送信する。センサネットワークサーバ１４は、センシングデータ要求を受信す
ると、その要求に含まれているアプリ側メタデータをアプリ側メタデータＤＢ１４０のア
プリ側メタデータ管理テーブル（図２Ｂ参照）に記録する。そして、マッチング部１４２
がアプリ側メタデータ管理テーブルから処理待ちのアプリ側メタデータを一つずつ取得す
る（ステップＳ４０）。
【００６９】
　マッチング部１４２は、センサ側メタデータＤＢ１４１内のセンサ側メタデータ管理テ
ーブル（図２Ａ参照）からセンサ側メタデータを一つ取得し（ステップＳ４１）、センサ
側メタデータで規定されたセンシングデータの仕様および取引条件（提供条件）がアプリ
側メタデータで規定されたセンシングデータの要求仕様および取引条件（利用条件）を満
足するか否かを判定する（ステップＳ４２）。さらにマッチング部１４２は、センサ側メ
タデータで規定されたデータ来歴情報がアプリ側メタデータで規定されたデータ来歴情報
を満足するか否かを判定する（ステップＳ４３）。ステップＳ４２とＳ４３の両方で肯定
判定がなされた場合に、当該センサが候補の一つとして抽出される（ステップＳ４４）。
なお、ステップＳ４２とＳ４３の判定の順番は逆でもよい。また、アプリ側メタデータに
データ来歴情報が含まれていない場合はステップＳ４３はスキップすればよい。ステップ
Ｓ４１～Ｓ４４の処理は、センサ側メタデータ管理テーブルに登録されているすべてのセ
ンサ側メタデータについて実行される（ステップＳ４５）。
【００７０】
　候補として抽出されたセンサが複数存在した場合には（ステップＳ４６のＹＥＳ）、マ
ッチング部１４２は、それら複数の候補のなかからデータ利用者にもっとも有利なセンサ
を選択する（ステップＳ４７）。例えば対価優先の場合は、データの価格が最も安いセン
サを選択すればよいし、品質優先の場合は、データの精度や品質が最も高いセンサを選択
すればよい。データ利用者にもっとも有利なセンサをどのような基準で選択するかは、ア
プリ側メタデータにおいて設定されていてもよい。なお、候補として抽出されたセンサが
一つもなかった場合には、処理を終了をしてもよいし、データ仕様や取引条件やデータ来
歴情報が最も近いセンシングデータをデータ利用者にレコメンドしてもよい。
【００７１】
　最後に、データフロー制御部１４３が、ステップＳ４７で選択されたセンサからアプリ
ケーションへのセンシングデータの送信を指令するデータフロー制御指令を生成し、この
データフロー制御指令を当該センサ１０または当該センサ１０を管理するセンサネットワ
ークアダプタ１１に対し送信する（ステップＳ４８）。すると、図１に破線矢印で示すよ
うに、データフロー制御指令に基づき、センサネットワークアダプタ１１がセンサ１０か
ら必要なセンシングデータを取得し、そのセンシングデータをアプリケーションサーバ１
２へと送信する。
【００７２】
　図５に、この場合のデータフロー制御指令の一例を示す。データフロー制御指令は、デ
ータフロー制御指令ＩＤ、センサを特定する情報（センサＩＤ、センサのネットワークア
ドレス）、アプリを特定する情報（アプリＩＤ、アプリのネットワークアドレス）、デー
タ送信を行う時間情報などを含むとよい。
【００７３】
　以上述べた本実施形態の構成によれば、メタデータにデータ来歴情報が記述可能となり
、データ提供者とデータ利用者のあいだのマッチングの項目の一つとしてこのデータ来歴
情報を用いることができるようになる。データ来歴情報によって、例えばそのデータの由
来、経過、出所などがわかれば、データ利用者にとってはそのデータの精度、品質、信頼
性、安全性などを判断する際の有効な材料となる。一方、データ提供者にとっては、デー
タ来歴情報を開示することによって、そのデータの精度、品質、信頼性、安全性などを保
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証し、データの商品価値を高めることができるという利点がある。したがって、データ来
歴情報を記述したメタデータを用いることにより、データ流通市場において取引されるデ
ータの精度や品質を保証し、データ取引の安全と信頼を向上することができる。
【００７４】
　なお、上述した実施形態の構成は本発明の一具体例を示したものにすぎず、本発明の範
囲を限定する趣旨のものではない。本発明はその技術思想を逸脱しない範囲において、種
々の具体的構成を採り得るものである。例えば上記実施形態で示したデータ構造やテーブ
ル構造は一例であり、項目を適宜追加したり入れ替えたりしてもよい。また、上記実施形
態では、センサネットワークにおけるセンシングデータの流通を例示したが、本発明は、
センサ以外のデバイスを含むデバイスネットワークにおけるデータの流通にも適用可能で
ある。その場合も、システムの基本的な構成は上記実施形態のものと同様であり、上記実
施形態における「センサ」を「デバイス」と読み替え、「センシングデータ」を「データ
」と読み替えればよい。
【符号の説明】
【００７５】
１０：センサ
１１：センサネットワークアダプタ
１２：アプリケーションサーバ
１４：センサネットワークサーバ
１４０：アプリ側メタデータＤＢ
１４１：センサ側メタデータＤＢ
１４２：マッチング部
１４３：データフロー制御部

【図１】 【図２】
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